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神

戸

正

古住

京豆

語専
>̂'--
fi晴

叢

第
二
十
二
審

第
五
鋭

(
掴
晶
間
百
品
措
盈
抽
)

大
正
十
五
年
五
月
賛
行

論

叢

交
通
税
及
消
費
税
に
於
げ
る
重
複
課
税

都

民

き
曲
一
樹
に
於
け
る
重
複
関
税
(
付
普
通
の
き
組
問
問
川
揖
}
融
取
よ
り
し
て
の
京
極
諌
精
一
川
此
揖
と
直
接
基
本
町
田
と
の
間
に
於
附
る
も
白
山
山
此

穂
積
白
相
互
聞
に
於
け
る
も
曲
川
操
荷
物
件
翻
JF
ら
し
て
自
重
複
理
由
一
山
荒
川
的
の
貫
穣
部
品
品
昔
日
的
自
も
の
川
賞
瓶
一
陣
一
聞
と
す
る
見
右
針
重

ιー
と
せ
ざ
は
且
方
∞
哨
に
相
続
桂
川
重
複
臨
時
一
白
起
る
ー
は
…
山
岡
際
鶴
一
闘
の
主
謹
一
川
風
物
主
義
主
属
人
主
義
…
山
風
物
主
義
一
川
其
長
所
一
山
1
短

防
け
凪
人
主
義
一
H
共
同
首
所
作
共
短
所
げ
い
嵐
人
組
物
静
岡
用
主
義
何
凪
人
主
軸
に
依
る
だ
け
に
て
被
相
続
人
主
義
と
相
続
人
主
義
川
被
相
誠
人
主
義
吋

{

(

 

碧
空
間
制
其
一
坦
所
川
相
続
人
主
義
一
叩
草
加
一
川
其
姐
所
…
山
相
凪
人
世
相
舗
入
併
用
主
義
一
川
遺
産
一
宇
佐
被
相
蹴
人
聞
に
て
取
得

rr相
続
人
岡
に
て

謀
す
る
主
語
一
山
相
趨
-A
岡
被
相
続
人
岡
折
半
韻
空
士
堀
川
嵐
入
主
議
白
場
合
に
其
人
目
住
所
か
居
所
、
島
本
籍
か
何
れ
に
依
る
や
川
園
物
主
義
由
場

合
に
有
価
瞳
鼻
白
所
在
如
何
}

縮
首
(
本
論
白
目
的
)

前

議

査
描
勤
且
柑
刷
費
輸
に
於
帥
切
る
重
複
課
税

都
ニ
十
二
容

(
第
五
韓

七

O
九



ニ

)

七

7
0

刑
穿
叫
に
於
け
る
重
複
謀
枕
(
付
税
減
腕
よ
り
し
て
の
哀
惜
謀
紘
一
日
諜
積
物
件
翻
か
ら
し
て
の
重
視
謀
紘
一
川
其
田
起
"
鼻
音
瓦
其
一
障
害
出

共
曲
演
方
法
、
川
間
接
消
費
拾
に
て
川
封
内
的
自
も
山
山
山
封
印
肝
的

ω
も
白

ω臥
接
使
用
一
砧
に
て
)

結
論
(
金
文
昭
要
旨
)

論

議

交
泊
枯

A
前
投
枕
に
-
於
町
石
川
複
課
枇

第
二
十
二
審

(
第
五
腕

第

民

緒

言

重
複
謀
枕
の
重
な
る
も
の
は
所
得
税
牧
盆
税
財
産
税
等
所
詞
直
接
枕
に
於
て
起
る
。
斯
(
て
比
一
か
閣
内
的
に
も

叉
闘
際
的
に
も
主
ご
し
て
此
積
の
税
に
於

τ論
壱
ら
れ
て
居
る
o

花
は
前
の
数
多
的
論
文
に
於

τ貨
に
之
を
主
題

Z
し
た
c
併
し
重
複
課
税
の
問
題
は
英
外
、
交
通
枕
や
消
費
税
に
も
之
を
快
〈
の
で
は
な
い
庄
一
)
O

其
蕗
で
今
、

私
は
敢
て
此
に
設
き
及
ん
で
見
ゃ
う
ご
思
ム
。

( 

鮭
る 一。山ご

ロ
ツ
ツ
回
、
従
市
中
松
(
問
制
、
間
接
税
)
に
て
も
、
枯
ら
〈
は
軍
複
踊
輯
の
場
合
出
現
は
れ
相
官
る
。
唱
だ
凪
に
は
研
究
を
扶

f
と
い
ふ
て
居

第
一
段

交
通
税
に
於
り
る
重
複
課
税

一
普
通
の
交
通
税

A
枕
源
相
側
よ
b
し
て
の
重
複
課
税
|
|

hr
此
殺

t
定
接
基
本
税

t
の
悶
に
於
付
る
も
の
|
|
此
交
遇
税
は
元
来
、
直
接
基
本
税
(
所
得
税
収
盆
税
尉
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産
税
)

の
補
完
的
の
校

rか
色
、
共
に
て
一
度
び
捕
捉
苫
れ
た
る
所
得
又
は
財
産
ご
い
Y

ふ
税
源
に
劃
す
る
其
上
の

課
税
で
め
b
、

つ
ま
b
J
同
一
税
源
へ
の
重
複
課
税
ピ
レ
ふ
ニ
芭
仁
は
な
る
註
ニ
)
。
併
し
此
意
味
の
重
複
課
税
己
い

ふ
ニ
ピ
は
、
今
日
の
租
税
制
度
で
は
許
さ
る
べ
き
ニ
ピ
で
ゐ
っ
て
、
敢
て
悶
題
芭
す
る
に
は
足
b
な
い
。
た
い
γ

此

の
如
き
-
』

E
も
あ

b
得
る
正
注
意
す
れ
ば
足
る
。

(
註
ニ
)

ス
タ
イ
シ
位
、
先
づ
管
制
出
、
攻
ぎ
に
帯
筒
の
北
行
錯
U
F
謀
設
さ
る
誌
と
き
に
、
金
所
鳴
が
同
一
諒
白
上
に
重
視
穏
に
て
韻
せ
ら
る
h
h

と

と
は
誕
な
い
@
此
故
に
各
自
交
掴
抵
は
各
自
管
制
に
劃
し
て
重
複
鵠
枕
ど
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
日

hw此
秘
の
税
の
相
互
聞
に
於
り
る
も
の
|
|
同
一
枕
訴
に
重
複
し
て
課
我
古
る
、
ど
い
ふ
こ
Z
は
、
此
安
遇

税
相
互
間
に
も
起
る
。
例
之
、
岡
一
の
寅
買
仁
際

L
、
印
紙
税
が
課
せ
ら
れ
た
る
上
に
関
空
鎌
税
も
課
せ
ら
る
、
吉

い
よ
ニ
ピ
が
あ
る
。
此
等
も
税
の
臭
る
に
随
っ
て
、
課
税
物
件
が
異
る
ご
児
て
居
る
の
で
あ
b
、
此
等
臭
っ
た
税

に・よ

b
て
互
に
補
完
せ
し
め
る
ζ

E
を
期
し
て
居
る
以
上
は
、
品
、

L
て
車
税
制
度
を
採
ら
十
し

τ複
税
制
度
を
採

っ

τ居
る
以
上
は
、
避
〈
べ
か
ら
F
る
こ
ど
で
あ
る
。
撃
な
る
寅
買
賞
事
者
間
限
ち
の
意
思
表
示
に
止
ま
る
も
の

正
、
第
三
者
に
も
掛
抗
し
得
べ
き
諮
明
を
表
は
す
所
の
登
録
ま
で
す
る
の
芭
は
別
の
物
件
ピ
認
め
、
此
後
者
を
も

行
ふ
場
合
は
、
前
者
の
み
行
ふ
場
合
よ
h
は
一
屠
の
能
カ
ゐ

b
Z
L
た
評
で
あ
h
J
、
別
命
仁
課
税
す
る
の
理
由
は

立
、
問
。
た
い
此
二
の
も
の
を
並
び
謀
せ
ら
れ
た
ご
き
仁
、
同
一
税
源
へ
の
重
復
課
税
ど
は
な
る
。

同
副
附
枇
物
件
似
ヰ

b
L
て
的
軍
強
制
附
税

論

議

査
ん
細
揖

A
柄
拘
調
棺
に
於
廿
る
担
額
諏
陪

第
二
十
ニ
巻

(
第
五
焼

t 
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議

交
調
軸

A
情
舟
穂
に
崎
け
る
最
複
課
枇

第
二
十
二
番

(
第
五
続

-(; 

四
) 

論
け
品
割
外
的
凶
重
複
諒
枕
|
|
特
に
闘
際
的
に
流
通
す
る
諸
島
常
に
封
す
る
印
紙
税
に
於

τ容
易
仁
此
が
起
b
得

る
o

併
し
此
は
通
例
、
何
れ
に

L
て
も
裳
税
額
が
軽
微
に
か
ら
ゐ
ま
b
問
題
ピ
は
き
れ
な
い
。
之
を
避
〈
る
の
に

は
作
成
地
主
義
仁
よ
h
τ
統
一

L
協
定
す
る
の
が
盟
ま
し
い
。

ろ
謝
内
的
の
も
の

け
重
複
課
税
ピ
す
る
の
見
方
|
|
比
槌

ω稔
に
於
け
る
課
税
物
件
を
、
交
通
に
現
は
る
、
債
値
物
鐙
ぜ
す

る
ご
き
に
は
、
此
枕
は
其
が
交
通
事
寅
E
な
っ

τ現
は
る
、
機
曾
に
の
み
課
す
る
の
に
か
ら
、
刑
制
・
り
に
同
等
の
物

樺
三
あ

h
正
L
て
も
、
甲
に
は
一
定
期
間
内
に
此
交
通
事
貨
が
会
〈
起
ら
す
、
随
っ
て
無
課
税
苫
な
る
の
に
、
乙

に
は
某
同
期
間
内
に
此
が
一
度
起
h
、
随
っ
て
一
度
課
税
せ
ら
れ
・
丙
に
は
此
が
二
度
超
与
、
随
ふ

τ二
度
課
税

せ
ら
れ
る
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
郎
も
乙
を
標
準

Z
L
τ
見
れ
ば
、
丙
で
は
関
等
の
物
件
で
ゐ
b
な
が
ら
二
度
課

せ
ら
れ
た
こ
ど
に
な
・
り
、
重
複
課
税

rtν
ふ
こ
・
と
に
な
る
。
此
事
は
此
枕
の
本
質
上
は
遊
E
べ
か
ら
ぎ
る
こ
ピ

で
あ
る
が
、
貨
に
不
込
用
T

な
も
の
だ
正
し
な
〈
て
は
な
ら
泊
。
印
ち
交
通
枕
は
此
児
地
か
ら
し
て
其
本
質
上
、
不

公
平
な
る
重
複
課
税
を
包
戒
す
Z
ν
ひ
得
る
(
桂
三
)
。

{
註
三
)
コ
ン
ラ

i
ド
出
、
交
掴
積
に
て
は
、
不
公
正
な
る
重
複
諒
枇
が
殆
ん

E
避
{
ぺ
か
ら
ず
と
い
ふ
白
は
此
趣
旨
配
。

2
重
視
謀
税
ご
せ

g
る
見
方
|
|
併
L
叉
交
遇
税
の
課
税
物
件
を
或
交
通
事
賞
、
又
は
或
交
通
に
現
は
れ

た
る
物
櫨
正
見
れ
ば
、
そ
し
て
此
殺
が
其
物
館

ω或
交
団
地
の
機
舎
に
現
は
れ
た
る
能
力
の
み
を
見

τ謀
L
て
居
る
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ご
す
れ
ば
、
別
に
此
税
が
重
複
課
税
E
な
る
の
で
は
な
い
己
も
締
解
ー
得
る
。
郎
ち
交
通
に
現
は
れ
る
物
鰻
た
る

土
地
北
(
他
り
物
自
髄
に
於
工
考
へ
字
、
翠
に
一
定

ω時
貼
、
印
ち
貰
賃
貸
借
の
物
陸
ピ
な
っ
た
其
時
限
b
に
於
り

る
土
地
其
他
り
物
館
を
見

τ課
す
る
の

r
zす
れ
ば
、
其
時
の
土
地
其
他
の
物
ご
、
同
一
の
土
州
其
他
の
物
館
仁

つ
い
て
も
他

ω時
駄
に
於
て
寅
買
貸
借
の
物
件
ご
な
b
た
る
其
己
は
、
物
理
的
に
は
同
一
で
も
、

和
税
の
概
念
上

論

議

交
油
積
及
前
費
税
に
於
吋
る
世
複
韻
枯

第
二
+
二
審

(
第
五
統

七

に
は
全
〈
別
物
、
別
の
課
税
物
件

t
見
て
可
で
あ
h
、
随
』
て
此
意
味
に
て
此
が
問
一
課
税
物
件
に
劃
す
る
重
複

課
税
で
は
な
い
己
い
ふ
・
-
Z
に
な
る
。

二
特
に
相
続
税

A
重
複
課
税
の
起
る
所
以
|

l
此
仁
つ
い

τは
問
題
は
属
人
・
風
物
(
属
地
)
何
れ
に
依
る
か
ご
い
ふ
こ
正
の

外
、
共
の
風
人
に
依
る
ご

L
て
、
相
縦
λ
己
破
相
総
人
ピ
何
れ
に
依
る
か
ご
い
ふ
特
別
の
問
題
も
あ
る
。
其
か
ら

術
は
、
相
続
人
、
被
相
縦
人
の
何
れ
に
依
る
正
し
て
も
、
共
同
籍
、
居
所
、
住
所
の
何
れ
に
依
る
か
の
問
題
も
あ

っ
て
、
府
民
際
に
は
重
複
課
税
が
頻
紫
に
起
る
。
之
が
解
決
は
決
し
て
容
易
で
な
い
(
註
四
)
O

号

L
て
由
来
、
不
動
産

R
A
不
動
産
上
の
檎
利
に
つ
い
て
は
風
物
主
義
に
依
る
ニ
正
が
多
い
が
(
駐
さ
、
英
正

τも
一
属
人
主
義
に
依
る
こ
百
が

あ
っ

τ、
其
れ
だ
け
に
て
は
重
複
課
税
を
生
ず
る
。
動
産
中
、
有
形
動
産
、
並
に
何
等
hr
有
形
的
基
礎
あ
る
も
の

は
、
所
在
地
主
義
に
依
る
二
ご
が
出
来
、
持
主
の
住
所
主
義
に
依
る
-
》
ご
も
出
来
、
比
に
重
複
課
税
が
最
容
易
に

起
る
o

尤
も
布
形
的
基
礎
の
る
も
の
ご

ν
ふ

τも
、
例
之
、
『
公
枇
組
問
、
株
券

ω
如
き
は
、
其

ω所
在
地
主
義
に
依
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“四

議

一
父
州
給
及
消
費
稔
に
於
け
る
議
檀
課
話

第
二
十
二
巻

(
弟
豆
椀

七

回

プ〈

る
正
し

τ、
諮
券

ω保
管
地
正
す
る
か
、
主
(
牧
盆
的
支
抑
地
ど
す
る
か
、
共
胤
す
る
閥
、
地
方
問
般
、
南
口
刷
の
主

た
る
事
務
所
々
在
地
ご
す
る
か
‘
其
卒
業
設
備
の
所
在
地
正
す
る
か
に
守
あ
っ
て
、
同
所
花
川
主
義
を
採
る
も
の

、
問
に
も
重
複
課
税
が
生
じ
得
る
(
註
大
)
O

単
純
な
る
無
形
の
尉
産
、
無
形
の
機
利
は
所
在
地
に
依
る
ご
い
ふ
誇
に

は
往
か
歩
、
此
は
人
に
依
h
、
特
に
被
相
続
人
の
住
所
に
依
る
外
な
い
で
あ
ら
う
(
空
」
)
。
が
有
形
動
産
又
は
有
形

的
の
動
産
に
あ
b
工
は
凶
刷
物
・
属
人
雨
主
義
が
行
は
れ
待
て
重
複
課
税
生
じ
易
き
的
み
な
ら
守
、
闘
に
よ
り

τは

北
(
何
れ
に
よ
る
か
を
英
国
に
都
合
良
き
や
う
に
定
め
る
が
柏
崎
め
に
も
一
層
多
〈
此
が
生
中
る
(
散
と
。
各
閣
の
問
仁

何
等
か
明
確
に
主
義
が
一
定
し
た
も
の
に
協
定
さ
れ
た
ら
重
複
課
税
を
遜
る
-
】
ご
が
出
来
ゃ
う
(
註
さ
。
併
L
其
は

決
し
て
容
易
で
な
い
o

(
位
四
)

4
 

タ
ロ

l
市
ー
は
、
相
続
斡
に
ワ
い
て
位
容
易
な
る
解
決
な
し
と
い
」
て
居
る
。

(
百
五

我
闘
に
て
は
我
刷
に
於
け
る
不
動
産
山
相
縦
に
日
凡
ベ
て
鵠
秘
す
。
未
聞
に
で
も
、
不
動
産
は
通
例
其
所
在
州
白
品
に
て
相
趨
粧
を
識
す

る
。
瑞
聞
も
必
然
り
。
テ
品
ル
ヒ
ア
?
の
提
案
坤
h
問
ピ
。
ホ
ン
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
は
、
不
動
庫
U
A
之
と
同
格
の
拙
利
に
は
品
在
園
白
相
続
枕
の
み
に

従
ふ
の
原
則
日
目
出
来
た
左
い
日
、
マ
イ
ネ
ン
も
、
不
動
作
に
は
虞
在
地
法
が
楳
唱
と
な
る
と
い
ひ
ワ
Z

ス
ト
也
不
動
鹿
は
虚
在
地
に
て
の
み
謀
せ

s
 

ら
る
λ

己
と
が
迦
則
自
予
三
つ
だ
と
い
ゐ
て
居
る
。

(
位
六
)

日
本
訟
の
解
脚
悼
と
し
て
目
、
此
毎
の
詮
券
、
も
一
白
助
産
と

L
て
日
本
に
在
吾
川
上
は
凡
ぺ
て
腕
軸
さ
れ
、
そ
し
て
共
所
在
由
意
義
院
日
本

に
保
特
さ
れ
た
る
も
ゆ
と
い
ふ
O
だ
ら
う
が
、
其
で
は
一
部
は
事
宜
上
は
遁
股
さ
る
h
M
貯
な
い
で
あ
ら
ら
。
則
論
上
は
、
前
論
文
、
関
陣
課
拍
上

人
及
誼
哉
の
所
定
に
て
い
へ
る
町
に
単
じ
、
日
卒
白
会
情
日
本
山
事
業
の
錦
め
白
世
債
株
券
を
韻
ナ
・
と
す
る
が
良
い
と
い
ふ
べ
き
だ
が
、
此
と
て

も
無
記
名
だ
と
描
航
さ
れ
る
こ
と
を
克
れ
品
。
4
4
凶
白
域
州
て
は
其
州
訟
下
に
組
織
さ
れ
た
る
法
人
目
誼
歩
に
封

L
、
被
相
組
人
前
其
川
O
住
民

Crobaugb， Intem叫onalcomity in taxation. (Jonrnal of political Economy. 
Ap~il ， I92JLp・264
Selig~礼ñ. ~Essays 'i n taxation. 8 ed目 p~ IJ7. I~~. ~~rcl~er~ v:erb?t d~r 
Doppelbestellerl~~g. S. _13~. Hommeisheilll. Di~ E~b ，c~?-n~a.bga.!?e. s. 
74. . :Meyne~ ， Die Erbsch~ftsteu~r im il1ternational、nHecl1te: S. 52・
'West. rn.heritance tax. 2 ed. p. 187 
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て
な
{
、
其
艶
停
が
他
州
に
存
在
し
た
み
」
き
に
も
謀
積

L
た
。
特
に
、
司
ン
ホ
ク
テ
カ
ッ
ト
て
は
、
住
民
た

b
f
る
被
相
趨
人
山
場
合
に
、
其
人

自
住
川
訓
川
が
、
ョ
ン
ネ
タ
テ
カ
ッ
ト
山
被
利
組
人

ιよ
り
℃
所
山
引
き
る
誌
と
き
に
い
其
佐
所
州
自
身
り
法
人
の
類
似
甜
鼎
討
を
謀
殺
す
る
場
合
の
み

e
 

に
、
ョ
シ
ネ
ク
ナ
方
り
ト
法
人
の
株
又
位
笠
間
さ
れ
た
る
偵
穿
正
融
枯
し
て
居
る
。

( 

註
七

此
に
て
同
被
相
続
人
目
位
脱
出
物
山
所
在
地
と
も
な
る
。
闘
っ
て
餓
相
樋
人
心
住
所
地
が
主
と
し
て
課
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
制
ほ
相

続
人
心
佐
川
聞
も
プ
小
部
参
加
し
柑
る
。
我
圃
法
に
で
も
、
助
産
、
不
動
産
、
不
動
直
上
白
樺
利
は
我
固
に
存
在
す
る
限
り
凡
ベ
て
関
萌
す
る

が
、
共
他
山
財
産
描
、
即
ち
無
形
心
掛
制
は
被
相
脳
血
人
が
我
邦
に
住
所
を
も
っ
拐
告
の
み
に
謀
拾
す
る
。
未
聞
に
て
一
九
一
一
年
目
規
範
法
委
員

官
官
、
住
民
に
封
し
で
は
、
其
凡
ベ
て
由
無
川
市
財
産
、
及
州
内
に
あ
る
有
形
財
産
に
認
す
ベ
(
、
非
住
民
の
場
各
に
は
州
内
の
有
形
財
産
の
み
に

践
す
べ
き
ζ

と
の
簡
単
な
る
品
川

ω
採
用
を
制
的
、
そ
し
℃
一
九
一
一
年
の
紐
古
川
山
は
輔
者
に
此
に
従
っ
た
。
同
一
主
義
が
一
九
一
三
年
凸
マ
ツ

7
 

サ
チ
ユ

i
セ
ツ
ツ
訟
に
て
も
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ペ
ン
シ
ル
パ
ζ

ア
剣
倒
も
同
禄
だ
っ
た
。
其
は
、
つ
ま
り
有
形
川
産
は
臨
別
荘
地
、
無
形
則

産
は
佐
所
地
に
依
る
白
主
義
だ
。

(
陸
八
)

例
之
、
米
閣
に
て
は
、
州
目
最
多
〈
の
も
回
は
、
世
に
住
民
た
る
能
川
誠
人
目
凡
べ
て
の
助
産
を
調
枕
し
た
の
か
な
ら
ず
、
州
内
に
質
問
聞

上
主
は
技
術
上
存
す
る
如
き
非
住
民
被
川
崎
入
自
動
産
(
地
方
銀
行
火
は
保
佐
合
祉
に
於
け
る
貨
幣
、
間
接
、
共
他
心
負
債
龍
治
)
に
臨
し
て
居
る
。

郎
ち
佐
川
崎
被
相
続
人
白
凡
べ
て
の
副
産
た
る
川
以
上
位
、
州
升
に
あ
る
も
由
に
も
誠
酷
さ
れ
、
州
件
在
住
被
相
続
人
の
川
内
に
も
つ
有
形
的
助
産
に

も
叩
時
枕
さ
る
i

る
と
と
白
る
な
る
。

(
陸
九
)

之

ι
っ
き
て
は
、
特
に
動
産
に
は
れ
ン
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
も
い
ふ
加

t
に
、
未
だ
間
際
的
に
法
認
さ
れ
た
原
川
が
な
い
。
之
が
解
決
方
法
&

し
て
は
刷
詰
七
に
い
ふ
一
九
一
一
年
の
米
闘
の
規
範
法
香
民
合
の
案

E
各
闘
に
行
は
し
む
る
も
一
方
法
で
あ
る
が
、
或
は
凡
ペ
て
不
動
産
は
所
在

地
、
勤
庄
は
被
相
続
人
目
住
所
に
て
の
み
課
す
と
す
る
も
一
方
訟
で
あ
る
。
戒
は

φ
L
錯
雑
で
あ
る
け
れ
ザ
と
も
、
又
受
動
的
に
決
定
す
と
町
誹
を

見
札
な
い
が
、
他
悶
の
課
枯
を
創
的

L
、
他
闘
の
謀
し
一
な
い
だ
吋
に
て
識
す
と
し
て
、
説
複
謀
桔
を
逃
{
る
も
あ
る
。
剖
之
、
メ
ー
シ
、
バ

1
毛

ン
ト
で
は
、
仙
川
か
ら
同
一
州
蹴
財
産
に
封

L
謀
せ
ら
る
h

枕
の
純
聞
に
て
、
住
民
た
る
被
相
績
入
。
謀
柑
肘
底
を
宥
恕

L
、
非
住
民
被
相
蹴
入

〔
品
五
貌

責主

第
二
十
二
容

先
祖
秘
且
泊
費
訟
に
於
け
る
杭
ー
複
誠
一
読

七
) 

ヒ

五

論

Sc1iKlllan， 1. t:. p. 122-3・
Seligman， 1. C. p. 123. ¥Vest， 1. c・p.1B4 
Seligman， 1. c. p. 122 
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交
通
枯
及
消
費
抽
に
捧
げ
る
荒
複
誕
鈷

A 
} 

七
一
六

議

第
二
十
二
審

世
帯
五
鵠

。
場
合
に
も
、
共
山
川
内
に
在
る
副
産
に
は
諌
枕

L
、
唱
だ
其
桔
甑
は
‘
其
柿
州
側
値
個
人
白
住
川
同
州
に
て
謀
せ
ら
る
h

甑
宮
越
ゆ
る
庇
に
於
て
の
み

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
ウ
Z

ス
ト
パ

l
d
M
一
ア
て
は
・
仙
州
所
在
白
動
産
に
他
州
自
制
す
る
だ
け
を
、
其
明
白
課
す
べ
き
も
白
島

ι銘
除

L
、
非

g
 

佐
民
融
制
蹴
唱
の
倒
産
位
、
共
住
所
闘
が
り
Z

示
ト
バ

lu--
ア
の
動
産
量
兎
除
す
る
眼
目
、
兜
除
す
る
。

B
M間
際
説
枇
の
主
品
開

作
風
物
主
義
ピ
属
人
主
義

-
凶
刷
物
(
又
は
同
地
)
主
義

a
北
(
長
所
1
1
イ
此
は
物
の
所
在
を
抑
へ
る
の
.
た
か
ら
・
捕
制
叫
が
容
易
で
ゐ

h
、
賞
行
上
有
利
ピ
。
特

に
土
地
家
肢
此
官
業
記
名
け
券
等
、
重
な
る
財
産
に
は
此
方
法
が
最
有
殺
に
。
此
方
法
に
て
も
援
け
ら
れ
る
も
の
は

少
か
ら

μ
が
、
主
(
は
魁
人
主
義
じ
て
も
逃
げ
ら
れ
る
も
の
に
。
ロ
ヌ
凡
べ
て
物
は
其
所
在
地
に
て
保
越
さ
れ

τ居

，d、、

る

o
rか
ら
其
物

ω檎
利
所
川
加
の
移
る
し
際
し

τの
課
税
を
、
此
徳
利
を
保
越
し
っ
、
あ
る
所
の
政
府
に

τ錯
す

の
が
日
公
正
に
合
す
ピ

ν
ふ
こ
芭
を
得
る
。
特
に
相
秘
枕
中
の
遺
産
税
仁
つ
い
て
は
、
被
相
紙
入
山
什
生
中
の
共
財
産

に
つ
い
γ

て
の
直
接
税
負
婚
の
遺
漏
を
抑
へ
補
ふ
も
の
だ
正
せ
ら
る
る
事
に
り
で
は
、
共
財
産
所
在
国
に
て
課
す
る

を

正

き

す

る

。

判

此

主

罪

図

ω財
政
枚
入
上
に
好
都
合
な
る
は
語
、
斗
此
が
各
国
協
同
し
て
行
は
る
れ

ば、

4
R
複
課
税
が
避
N
ら
れ
る
。

、

、

』

，

，

、

.. ，，
 

仙
い
其
桁
副
所
|
|
付
併
し
叉
搬
て
之
を
考
る
亡
、
相
鋭
ご
い
ふ
ニ
ピ
は
車
な
る
財
産
上
の
現
象
で
は
な

川町民.1. c. P Scligl1lilll， 1. C目 p.IZZ. HommcbhcimJ e¥目..O. S. 74・
I58 
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(
、
人
に
属
L
或
人
の
所
有
の
吠
般
の
畿
真
で
ゐ
る
。
設
相
縦
人
た
る
人
の
死
口
等
正

νふ
事
質
に
よ

b
閥
始

し
、
相
総
人
が
之
を
不
持
に
よ

b
取
得
す

t
レ
ム
ニ
ご
に
も
な
ち
‘
人
の
事
情
に
よ
b
τ
課
税
す
る
こ
ご
に
も
な

る
ご
い
ふ
以
上
は
、
仮
令
人

ω方
ωみ
に
て
決
せ
ら
れ
や
，
、
人

ω方
の
み
に
て
課
税
す
ぺ
き
で
は
な
い
ご
し
て

も
、
此
人

ω方
を
無
脱
し
て
、
物
の
方
の
み
か
ら
課
税
す
る
の
は
不
嘗
ご
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
o

い
人
の
属
す
る

四
四
り
則
政
収
入
上
が
ら
い
ふ
て
も
・
物
に
の
み
依
b
τ
課
す
る
の
で
は
困
る
。
ト
課
税
技
術
上
も
、
或
拙
川
相
総
人

或
相
総
人
山
受
〈
る
金
髄

ω相
縦
財
産
正
か
に
つ
い
1
綜
合
累
進
政
税
を
錯
す
こ

2
凪
人
主
義

吋
共
長
所

1
lけ
比
方
法
に
依
叫
ば
鵡
枕
技
術
上
に
は
或
は
、
被
相
縦
人

ω全
遺
産
に
つ
き
、
或
は
相

級
人

ω金
取
得
則
産
に
つ
き
綜
合
累
進
課
税
の
行
は
れ
る
刺
盆
が
め
る
。
叉
負
債
の
控
除
も
行
は
れ
易
〈
、
そ
れ

か
ら
動
産

ω如
〈
可
動

ωも
の
に
で
h
捕
捉
じ
得
る
o

J

円
分
配
的
公
一
ゃ
か
ら
い
ふ
て
も
、
被
相
続
人
的
一
死
巴
等
の

原
凶
に
よ
h
て
生
じ
又
は
相
総
人
り
不
勢
取
得
に
よ
り
て
諜
せ
ら
る
、
ニ
吉
、
な
っ
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
此

人

ω胤
す
る
鴎
が
謀
枕
す
る
の
が
至
晶
画
に
己
も
い
V

へ
る
。
い
そ
れ
か
ら
此
が
此
人

ω属
す
る
闘
の
財
政
収
入
じ

t

h
z
有
利
な
る
は
勿
論
、
斗
此
寸
義
U
Y

各
国
仁
協
定
し
て
賀
行
苫
れ
わ
い
ら
重
複
課
税
も
避
け
ら
れ
る
。

交
調
軸
品
問
費
帽
に
於
げ
る
虫
翻
謀
鈷

諭

量量

第
二
十
ニ
巻

(
第
五
抗

ブL

七
一
七

吋対えい吋 阿部'\，'i:，';匂ク札物持明哲嶋撚納縛ゆ剣伶今町溝?:l!f;'~)>""，;>;""湖付;-~-~附凡 イ杉戸川 川}

に
泌
す
る
会
鵠

ω遺
崖

F
r
、

ご
ω
出
来
思
い
ご
い
ふ
品
肺
結
も
あ
る
。
負
偵
の
搾
除
も
不
完
全
た
る
を
免
れ
な
い
こ
ご
に
な
る
o

動
産
が
容
易
に

逃
れ
る
こ
己
仁
な
る
。



市
議
交
通
商
品
消
費
描
に
於
け
る
粛
複
課
柚

叫
其
短
所
|
|
什
併
し
此
方
法
で
は
課
税
技
術
上
、
越
腕
の
危
険
が
大
い
o

尤
も
此
鮎
は
、
各
園
協
力

す
れ
ば
或
皮
土
で
救
済
し
得
る
。
パ
此
方
法
に
て
物
の
所
副
胸
岡
を
無
一
蹴
す
る
の
は
不
営
で
ゐ
る
o

川
其
の
尉
政
枚

入
を
も
不
別
、
」
す
る
。
此
等
も
此
方
法
ゆ
快
鮪
で
ゐ
E
o

内
魁
人
M
刷
物
併
用
主
義
|
|
郎
も
間
際
関
係
を
生
十
る
所
.
に
け
で
は
麗
人
閥
、
属
物
園
、
各
所
定
の
字
額

皮

ωも
の
を
課
す
る
の
で
ゐ
る
。
此
は

a
質
行
上
に
は
、
周
物
の
闘
す
る
ピ
り
に
て
は
遺
脱
少
〈
、
そ
し
て
其
利

盆
は
、
此
主
義
の
下
に
図
際
協
力
が
行
は
れ
て
、
属
人
固
に
て
も
此
利
盆
に
均
舘
し
、
そ
し
て
周
入
国
仁
て
は
綜

第
二
十
二
容

(
第
五
規

O 
) 

七

λ 

合
累
進
課
税
が
行
は
れ
る
こ
古
も
出
来
る
(
適
用
す
ぺ
き
税
率
は
、
金
遺
産
額
、
叉
は
金
取
得
額
に
相
蛍
な
る
も

の
を
取
る
)
。
川
此
に
よ
b
τ
物
の
属
す
る
闘
も
人
の
風
す
る
闘
も
配
嘗
に
奥
か
る
こ
ぜ
を
得
て
、
一
屠
会
所
T

仁
な

b
、
吋
各
協
係
閣
正
も
に
財
政
牧
入
土
、
相
蛍
に
有
利
正
な
る
。
各
邦
、
其
の
何
れ
か
に
偏
し
た
主
義
を
採
っ
た

場
合

ω有
利
は
得
ら
れ
仰
が
、
併
し
叉
其
場
合
の
不
利
を
避
(
る
こ
ご
を
得
て
・
埋
合
は
つ
(

o

d
此
に
よ
h
τ

も
大
櫨
重
複
謀
枕
は
避
り
ら
れ
る
。
だ
か
ら
此
絡
の
主
義
が
最
越
む
べ
き
で
あ
る
。

ハ
川
属
人
主
義
に
依
る
に
け
に
て
被
相
総
人
主
義
ご
相
誠
人
主
義
|
|
此
に
つ
い
て
は
寅
際
じ
は
被
相
縦
人
に

炉
、
ら
し
め
る
こ
ど
が
最
多

ν
が
完
一
O
)
、
併
し
相
川
納
入
に
依
る
こ
ピ
も
出
来
{
位
一
三
、
そ
し

τ理
論
上
は
後
者

(詰

-
O
)

設
国
訟
に
て
も
風
物
主
義
を
土
芸
と
し
、
多
山
ザ
、
被
相
制
人
出
住
所
を
日
本
に
持
円

J

苧
否
中
に
よ
り
て
説
柑
物
件
の
純
閑
を
訴
に
し
て

に
も
強
い
抽
出
向
が
成
立
ち
得
て
、
取
拾
に
苦
L
ま
な
〈
て
は
な
ら
凶
o
A
1
爾
者

ω長
一
却
を
考
へ
る
の
じ
、



居
る
ω

米
闘
で
位
、
動
産
目
、
最
多
〈
白
州
に
て
、
位
民
た
る
被
相
趨
人
白
晶
J

べ
て
白
瑚
躍
に
課
桔

L
、
且
つ
州
内
に
貨
際
上
又
は
技
摘
上
あ
り

た
P
Q
非
住
民
主
犯
る
被
相
続
人
ハ
リ
動
産
に
諒
し
て
尉
る
。
哨
聞
に
て
も
、
動
庄
は
被
相
蹴
人
白
佐
加
州
に
で
課
す
る
。
チ
ユ
ル
ヒ
ア
ー
の
提
案
、
也
、

不
倒
庄
此
外
国
も
凶
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
帥
四
位
即
に
依
る
。
調
趨
帝
固
法
H
旬
、
制
組
曲
に
で
日
蝕
相
蹴
人
の
托
亡
時
の
事
情
、
胸
奥
白
時

に
於
け
る
府
興
者
の
事
情
出
、
祖
秘
義
務
者
向
事
情
の
代
り
と

L
て
楳
地
中
&
な
る
凶

〉

-
フ
ツ
ツ
は
、
被
相
続
人
白
財
産
を
時
と
し
て
相
観
人
目
住
所
岡
山
m
謀
続
ナ
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
住
-
-
)1

設
相
続
人
主
義

ハ
門
並
(
長
所
1

1
此
主
義
は
什
賀
行
上
に
於
て
属
物
主
義
に
比
し
て
は
嘗
る
が
、
相
続
人
主
義
に
比
し
て

は
佼
る
c

相
秘
開
始
原
凶
た
る
被
相
総
人
の
住
所
で
抑
へ

Z
方
が
、
之
を
縦
承
す
る
相
続
人
に
就
い
て
抑
へ
る
よ

り
も
一
尉
確
貨
な
る
こ
芭
が
出
来
る
G

相
秘
さ
る
べ
き
財
威
の
少
〈
正
も
一
部
は
被
相
総
人
の
住
所
ピ
件
そ
』
ピ

が
普
通
に
か
ら
ご
い
ム
貼
か
ら
し

τも
、
此
に
よ
h
て
捕
捉
が
磁
寅
ピ
ご
い
ふ
こ

E
を
得
る
o

け
叉
分
配

ω瓦古川
T

か
ら
い
w

ふ
て
も
、
此
相
縦
訓
附
枕
ピ
い
ふ
こ
正
は
暴
覚
す
る
に
、
相
縦
開
始

ω
錦
め
に
起
る
の
で
あ
り
、
被
相
縦
人

の
死
広
等
に
よ
h

て
生
じ
た
凶
で
ゐ
hf
、
被
相
船
人

ω
死
む
等

ω縛
め
の
其
財
産

ω跡
品
川
末
に
闘
I
る
の
で
あ

る
o

被
相
秘
入
所
副
刷
凶
が
之
を
諜
ず
る

ω
け
い
常
然

ωや
う
に
見
へ
る
。
特
に
遺
産
税
は
被
相
続
人

ω過
去

ω財
産

上
叫
説
枚

ω遺
ω
仰
を
補
ふ
意
味

ω
も
の
で
あ
る
ピ
い
ふ
に
於
て
向
夏
ら
被
相
誠
人
の
所
JM
闘
に
て
課
す
る

ωが
嘗

然
で
あ
る
。
相
続
財
産
取
得
枕
ご
て
も
其
が
被
相
続
人
に
局
し
た
る
財
産
の
跡
始
末
に
闘
す
る
に
け
に
て
は
、
被

相
続
人
所
腸
闘
に
て
課
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
一
円
財
政
一
収
入
上
に
は
被
相
続
人
所
帰
国
を
利
す
る
。
い
日
此
主
義

議

"詰

交
泊
酷

A
前
批
桔
に
於
り
る
草
複
謀
税

(
第
五
鵠

第
二
十
二
巻

) 

む

九

Scligman. 1. c. p. 't7. 122. Zurcher. a. a. O. S. '32. Decker， Reichsab-
gnbenordnung. 4 Auft. S. [08-9・
Lutz， Publicιnance p. 288 

10) 

)
 

1
 

1
 



論

叢

交
遇
措
及
棺
費
揖
に
於
け
る
重
視
謀
揖

第
二
十
二
審

(
停
王
貌

} 

じ

O 

が
各
閣
に
徹
底
し
て
行
は
る
、
な
ら
ば
、
重
後
課
税
は
避
り
ら
れ
る
。

作
某
短
所
1
1併
し
い
け
此
主
義
は
・
岡
布
の
相
絹
税
た
る
相
績
財
産
取
得
税
の
如
{
、
相
誠
人
の
不
鋒

利
得
を
課
す
る
も
の
に
あ
っ

τは
、
之
を
被
相
続
人
の
所
一
風
闘
が
課
す
る
古
い
ふ
よ
b
も
、
相
繍
人
の
所
属
闘
が

取
る
ピ
レ
ふ
の
が
一
屠
趨
嘗
の
や
う
に
思
は
る
、
。
そ

L
て
遺
産
税
ピ
い
γ

へ
ど
色
、
被
相
縞
人
の
在
世
中
の
謀
説

の
遺
漏
を
繍
足
す
ご
い
ふ
二
百
の
外
・
む
し
ろ
主
ピ
し

τは
固
有

ω相
縦
税
の
附
帯
だ
正
す
る
己
き
に
.
岡
有
の

相
紙
枕
を
相
縦
入
所
胤
固
に

τ課
す
る
を
歪
嘗
正
す
る
以
上
・
此
e
y
h
相
縞
入
所
周
囲
に
て
課
す
る
こ
正
、
す
べ

き
で
あ
る
o

ロ
期
政
枚
入
上
に
も
此
主
説
明
じ
て
は
相
級
入
所
属
闘
が
不
利
吉
な
る
。

日
い
相
縦
人
主
義

付
其
長
所

l
J
H此
主
義
は
相
鋪
枕
を
以
て
主
正
し

τは
相
舗
人

ω不
労
利
得
に
図
る
特
別
館
カ
を
課

す
る
も
の
ご
見
る
結
か
ら
い
へ
ば
常
然
な
り
ご
い
ひ
得
る
。
ロ
相
縦
入
所
属
国
が
財
政
牧
入
上
之
を
利
ピ
す
る
。

十
各
国
協
定
が
出
家

μ
ば
助
に
よ
っ
て
h
重
抽
出
課
税
は
越
り
ら
れ
る
。

作
其
一
知
所
1
1什
此
去
義
は
相
総
が
被
相
総
人
の
原
因
に
よ
b
て
開
始
す
る
こ
え
特
仁
遺
庫
殺
が
設

相
縦
人
的
財
産
課
枕
の
補
選

r正
い
ふ
こ
ご
な
ど
か
ら
見
て
、
被
相
続
人
所
属
国
を
等
閑
に
す
る
の
が
不
嘗
だ
ピ

レ
ぴ
得
る
G

い
被
相
紺
入
所
川
町
凶
り
財
政
枚
入
を
不
利
ご
す
る
ニ
吉
弘
敏
貼
だ
o

什
特
に
此
主
義

ω
図
る
こ
芭

は
、
越
枕

ω多
〈
生
守
る
こ
ピ
ピ
。
財
産
の
所
在
に
依
ら
十
被
相
続
人
に
於
り
る
相
続
開
始
原
闘
を
も
抑
へ
・
2
る

l旬伽(ヤ



.~ 

b閉

議

交
通
紐
及
消
費
柑
に
持
げ
る
重
複
謀
枕

第
二
十
一
番

(
第
五
焼

) 

じ

ご
き
に
、
車
な
る
相
繍
人
の
相
続
を
抑
へ
る
正
い
ふ
こ
ピ
は
随
分
六
っ
か

L
V
こ
E
が
多
〈
生
宇
る
で
あ
ら
う
。

3
相
誠
人
被
相
続
人
併
用
主
義

1
l郎
も
相
綴
入
所
属
国
に
も
被
相
続
人
所
属
国
に
も
之
が
課
税
の
機
曾

を
輿
ふ
る
の
主
義
で
あ
る
。
此
に
も
二

b
b
得
る
。

い
遺
産
税
を
被
相
頼
人
固
に
て
・
取
得
税
を
相
続
入
国
に

τ課
す
る
の
主
義

l
l此
は
之
に
よ

b
て
被

相
誠
人
園
、
叉
は
相
誠
人
闘
の
何
れ
か
一
方
じ
偏
し
柁
場
合
の
弊
を
遊
り
る
こ
ご
が
出
来
、
而
か
も
造
車
税
が
被

相
続
人
岡
正
闘
係
深
(
.
取
得
税
が
相
誠
入
国
ご
闘
係
の
深
き
ζ

正
を
略
酌
し
て
遁
嘗
に
分
配
す
る
を
得
る
で
コ

P
は
あ
る
が
、
此
二
の
税
ど
も
或
度
ま
で
他
方
の
岡
仁
も
関
聯
し
て
新
(
明
確
に
は
分
別
l
難
し
ぜ
い
ふ
こ
ど
も

ゐ
る
し
、
其
は
師
四
ら

f
拍

f
z
L
て
も
、
国
に
よ
ち
て
は
此
ニ
穏
の
税
を
並
用
せ
ず
、
或
は
遺
産
税
の
み
を
持

も
、
或
は
取
得
税
の
み
を
持
つ
岡
が
あ
る
。
此
場
合
に
此
主
義
に
依
る
ご
き
に
は
闘
係
閥
聞
に
不
日
常
卒
な
る
分
配

ビ
な
ら
5
る
を
得
向
。
随
ふ
て
は
共
財
政
牧
入
上
に
も
不
利
を
生
じ
得
る
か
ら
、
之
を
勧
め
る
ニ
ご
は
由
来
な

し、。

b
相
縦
人
関
設
相
続
人
同
訴
宇
課
税
主
義
|
|
此
な
れ
ば
関
係
国
に
於
り
る
相
常
の
要
求
、
骨
相
常
皮
仁

充
た

L
T
会
卒
な
る
こ
ご
を
得
.
各
国
財
政
も
相
官
の
般
入
に
奥
か

b
得
ら
れ
、
賞
行
も
六
っ
か

L
く
な
い
。
夫

の
遺
産
税
の
み
を
持
つ
闘
に
て
も
、
取
得
税
の
み
を
も
っ
固
に
て
も
行
ふ

τ、
常
事
闘
聞
に
一
公
半
分
配
を
得
せ

L

め
る
こ
ぜ
が
出
来
る
。



事2

論
H
H
属
人
主
義

ω場
合
に
於
℃
、
共
人
(
相
縦
人
が
被
相
縦
人
か
)
の
住
所
が
居
所
か
本
絡
が
、
何
れ
に
依
る
や

1
iに
就
い
て
は
、
阪
に
岡
際
謀
枇

ω主
義
論
守
に
於

τ述
べ
た
辺
久
住
所
に
依
る
の
が
一
番
趨
嘗
で
あ
る
。

交
通
脂
E
A
消
費
時
に
於
け
る
重
複
謀
柑

第
二
十
ニ
を

(
第
五
抗

i'!J 
) 

大

今
日
の
時
世
に
於
て
人
の
経
済
生
活
上
に
最
密
接
の
州
係
を
有
つ

ωは
住
所
で
あ
る
。
本
斜
図
籍
ご

ν
ふ
こ
ピ
は

今
日
は
重
き
を
置
(
に
足
ら
歩
、
居
所
も
全
〈
一
時
的
的
閥
係
に
止
ま
ら
一
、
之
に
よ
b
て
特
に
人

ω
一
時
代
に
一

囲
内
み
献
す
る
如
、
き
税
り
謀
汗
を
刊
い
す
る
の
は
嘗
を
待
な
い
。
阪
仁
然
り
ピ
す
る
ご
さ
に
、
交
通
秘
的
校
税
が
大

健
.
居
所
に
か
、
る
こ
ど
り
少
〈
な
い
の
仁
、
特
に
和
紙
税
が
其
等
ピ
歩
耐
を
同
じ
(
せ
手
、
特
殊
州
地
位
を
有

す
る
こ
ご
は
誼
日
す
イ
き
ニ

E
で
あ
る
。

に
同
刷
物
主
義
の
場
合
に
、
有
償
詮
品
?
の
所
在
如
何

1
i
z
v
ム
ニ
正
も
問
題
ピ
な
る
。
が
此
も
阪
に
園
際
課

税
上
人
及
訟
品
分
の
所
在
に
て
述
べ
h
H

過
ち
、
其
陶
係
図
健
又
は
事
業

ω主
た
る
事
務
所
所
在
地
、
放
の
場
合
に
は

事
業
設
備
所
在
地
ご
す
る
の
が
最
遁
切
で
あ
る
註
一
二
)
。
勿
論
、
禁
事
業
設
備
の
所
在
地
に
ま
で
も
遡
る
こ
芭

は
、
賞
行
上
に
は
面
倒
な

ζ
F
e兎
れ
な
い
。
併
し
其
ピ
て
も
行
は
う
古
い
へ
ば
闘
際
協
カ
に
よ
h
て
出
来
ぬ
ご

い
ふ
こ
正
で
は
ゐ
る
ま
い
。
品
問
は
此
詑
券
が
相
秘
税
の
物
件
芭
な
っ
た
場
合
に
、
之
を
其
所
在
地
の
み
に
で
課
す

る
の
は
正
嘗
で
な
〈
、
宇
ば
は
属
人
+
主
義
に
よ
b
て
も
課
す
ぺ
き
こ
ご
は
勿
論
で
ゐ
る
。

へ
陸
士
一
)

粧
宵
瓦
マ
ツ
サ
テ
ユ

1
セ
ッ
ト
に
て
は
、
法
庭
が
立
法
者
自
意
思
量
以
て
内
地
合
枇
白
株
に
牒
枯
ナ
る
も
の
と
し
た
。
盟
曲
目
株
を
以

て
単
に
曾
此
財
産
に
於
け
る
利
盆
を
誌
は
す
も
白
と
し
た
か
ら
だ
。
マ
ツ
サ
チ
ユ

1
セ
ッ
ト
は
更
に
進
ん
て
品
共
勤
務
曾
世
棒
に
ヲ
い
て
は
、
臨
訓

号



3
 

2
 

在
白
叫
監
に
よ
り
分
割
す
る
島
ま
て
に
し
た
叫

第

段

市
持
税
に
於
け
る
重
誼
課
税

ト
税
制
脚
翻
よ

b
L
τ
の
重
後
謀
杭
1
1同
一
枚
振
を
ニ
度
以
上
課
税
す
る
ご
い
よ
意
味
の
重
複
課
税
は
、
前
提
殺

に
は
初
め
よ

b
L
τ
免
れ
な
い
。
消
費
税
は
一
克
来
、
人
の
支
出
に
現
は
る
、
能
力
を
捕
へ

τ
保
す
る
も
の
で
ゐ
つ

τ、
を
し
て
所
得
税
牧
盆
税
財
産
税
等
が
人
的
所
得
、
又
は
所
得
ぜ
な
る
ぺ
き
牧
品
語
、
財
産
に
現
は
れ
た
る
所
得

を
課
せ
A
E
す
る
も
の
で
ゐ
る
ご
い
ふ
に
於
て
、
而
か
も
共
支
出
は
畢
一
覚
す
る
に
所
得
か
ら
出
る
も
の
に
外
な
ら

宇

'
E
い
ふ
に
於

τ、
つ
ま
ら
支
出
に
課
す
る
は
所
得
を
税
源
ピ
錯
し
、
所
得
に
課
す
る
の
に
外
な
ら
守
し
て
、

た
び
所
得
税
や
牧
盆
税
財
産
税
等
に
て
所
得
が
課
税
せ
ら
れ
た
其
土
に
、

こ
た
び
叉
は
三
度
目
凶
度
目
に
、
共
所

得
の
支
出
せ
ら
る
、
臓
に
て
課
税
せ
ら
る
、
こ
正
、
な
る
の
だ
。
帥
ち
夫
の
税
源
視
か
ら
し
一
ー
の
重
複
課
税
に
は

外
な
ら
な
い
富
一
三
。
尤
も
此
は
今
日
の
税
制
ピ
し
て
は
許
す
日
ー
か
ら
ゴ
る
も
の
で
は
な
い
。

(
註
=
=
)

ス
タ
イ
ン
は
、
捗
貨
抵
の
排
に
、
凡
ペ
て
白
他
白
(
定
制
給
料
よ
り
も
外
の
)
捗
働
所
得
を
も
判
明
す
る
所
目
前
提
祉
が
存
す
る
と
き
に
、

定
甑
給
料
を
有
す
る
各
自
鋳
働
者
に
と
り
て
は
時
撞
す
べ
か
ら
ざ
る
重
権
謀
柑
と
な
る
と
い
ふ

τ居
る
叫

に
課
税
物
件
視
が
ら
し
て
の
重
複
謀
枕

パ
伊
某
起
る
場
合
及
共
弊
害

1
1此
は
闘
有
の
意
味
に
於
り
る
重
健
課
税
に
が
、
助
が
質
際
往
々
に

L
τ
起
る

離

論

交
副
総
及
消
費
控
に
於
け
る
草
班
融
輯

第
二
十
一
一
巷

(
易
E
競

五
) 

士

West， 1. c. p. 184-5 
Stein. a. a. O. S. 233 
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13) 

内向，.~



第
三
十
ニ
巻

(
第
五
根

プミ

交
通
揖
及
消
費
柚
に
於
げ
る
理
費
説
話

b 

凹

百面

議

(
誌
一
型
、
消
費
税
に
は
起
h
や
う
な
L
Z
い
ふ
も
あ
る
が
富
一
五
)
、
其
は
消
費
に
際
し
て
謀
す
る
も
の
芭
し
た
ら

起
-9
得
ぬ
芭
も
い
へ
る
り
れ
ど
も
、
貫
際
比
枕
が
生
産
に
際
し
て
謀
せ
ら
る
、
こ
芭
が
多
い
か
ら
、
甲
生
産
地
に
て

捕
時
枕
せ
ら
れ
た
る
一
物
が
乙
闘
に
入
る
に
際

Lτ
叉
課
税
せ
ら
れ

τ重
複
課
税
正
な
b
得
る
。
そ
れ
か
ら
輸
入
税

を
梯
つ

τ総
入
し
た
る
材
料
を
内
地
に
て
加
工
し
た
上
に
て
輪
出
し
た
物
が
外
国
に
入
る
に
際
し

τ輸
入
税
金
謀

せ
ら
る
、
ぜ
い
ふ
こ
ど
が
起
る
。
弦
に
も
重
復
課
税
E
な
る
。
そ
れ

;
b掛
内
的
に
は
、

一
物
の
生
産
に
際
し
畝

せ
ら
れ
た
後
、
共
を
原
料
ご
し
た
る
第
二
の
生
産
に
際
し
又
之
蹴
せ
ら
る
、
こ
E
が
生
む
得
る
(
髄
一
六
)
O

そ
の

他
、
直
接
使
用
枕
に
於
て
、
使
用
物
鱒
を
甲
地
よ

b
乙
地
に
移
し

τ使
う
正
き
に
、
甲
地
に
て
も
乙
地
に
て
も
ニ

重
に
課
税
せ
ら
る
、
こ
吉
、
な
b
得
る
。
右
の
内
、
内
地
に
て
消
費
税
を
課
せ
ら
れ
た
る
物
の
輪
出
に
内
地
消
費

税
を
戻
苫
十
正
し
た
ら
、
英
国
の
輪
出
を
不
刺
な
ら
し
め
、
英
図
の
経
済
上
不
得
策
ピ
V
ふ
こ
ぜ
に
も
な
h
(位一七)、

加
工
輪
入
品
の
轍
入
枕
の
下
戻
又
は
納
税
猶
珠
を
行
は
な

νの
も
同
様
に
禁
固

ω閥
係
商
工
業
を
不
利
ざ
す
る

こ
ご
に
な
る
(
註
一

5
0
原
料
己
製
品
正
に
て
こ
度
課
す
る
ご
い
ふ
-
-
ご
も
、
関
係
産
業
を
腔
泊
す
る
こ
Z
大
で
も

あ
り
、
消
費
者
へ
の
負
携
ご
し
て
も
過
大
古
い
ふ
を
兎
れ
な
い
。
直
接
使
用
枕
の
二
重
の
課
税
も
過
重
の
負
強
ピ

Lτ
排
尿
し
な
〈
て
は
な
ら
品
。

(
陸
-
回
)

ク
ロ

i
t
l
u、
岡
際
重
複
鵠
脆
は
消
費
稀
闘
怖
に
て
も
生
ヒ
得
と
い
ふ
て
肘
る
。

テ
ユ
ル
ヒ
ア
ー
は
.
間
接
消
費
積
に
は
重
視
疎
軸
は
想
像
す
べ
か
ら
ず
。
何
・
と
な
れ
ば
例
之
、

-
の
州
に
で
消
費
せ
ら
れ
随
ふ
て
比
州

(
陸
自
亙
)

Croballgh， 1. c. p. 264. 14) 
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市

に
て
諌
挽
せ
ら
れ
た
る
描
.
冊
、
他
。
畑
に
て
は
最
早
、
消
却
せ
ら
れ
ず
鴎
ふ
て
謙
絶
す
る
を
彊

L
な
い
か
ら
と
い
ふ
。

(
佐
一
-
A
)

判
之
、
削
詑
酎
を
路
ふ
た
詰
摘
を
原
料
と

L
て
匙
A
J

た
他
的
前
倒
に
泊
匙
祉
を
捌

U
L
晶
、
酒
精
R
A
酒
精
合
有
松
料
抽
を
抑
ひ
た
る
酒

柿
及
泊
治
合
仇
依
川
を
版
料
と

L
て
追
っ
た
他
山
一
山
柿
及
酒
柿
合
有
仇
料
に
此
砧
を
課
し
、
砂
粧
砧
を
捕
が
た
る
砂
仰
を
原
料
&
し
て
泣
り
た
る

砂
抽
側
、
掛
本
一
い
比
抽
を
却
す
る
が
如
き
て
あ
る
。

ロ
ツ
ツ
は
、
基
泊
柏
山
倒
に
て
、
応
皆
川
削
脱
出
要
捕
の
見
産
過
程
に
際
し
、
内
凶
消
却
の
泊
め
由
も
愉
出
則
。
勾
め
の
も
阻
別
な
{
課
税

せ
ら
る
λ

主
き
に
、
共
柏
山
に
民
枕
山
叩
行
は
れ
ざ
る
だ
り
に
て
は
、
共
輸
入
姿
出
に
閥
粧
を
識
せ
ら
る
L

同
々
へ
の
附
山
が
止
め
ら
れ
な
{
で
は

な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
と
い
ふ
て
肘
る
。

(
桂
一
八
)
ロ
ツ
ツ
川
、
輸
出
自
信
め
心
胸
紐
義
務
あ
る
材
料
自
加
工
に
持
て
、
共
闘
桔
白
支
抑
猫
操
瓦
抽
民
出
静
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
比
四
四
白

前
業
主
崎
山
加
ユ
哉
と
が
侮
け
ら
れ
、
齢
制
、
生
産
省
自
租
祉
能
力
に
剥
寄
附
幡
圭
唱
す
る
腕
白
園
出
陣
が
耐
国
防
ら
恥
る
こ
と
院
な
る
と
い
ふ
。

(駐

-t)

B
共
救
憐
方
法

い
間
後
消
費
税
(
註
一
九
)
に
於
て

|
l
u解
決
は
左
ま
で
国
難
で
な
い
Vω

犬
髄
、
此
じ
つ
い

Iτ
は
戻
税
か
叉
は

免
税
(
一
定
保
件
に
従
ふ
て
)
に
依

bτ
解
決
す
る
(
空
T
U
)
O

そ
し
て
此
は
各
岡
が
夙
に
去
ご
し

τ経
済
政
策
上
の

見
地
か
ら
並
に
負
滋
上
の
見
地
か
ら
行
っ
て
居
る
。

(
註
一
九
)

此

ι川
川
佐
川
費
枇
と
い
ふ
た
詞
に
て
闘
砧
を
も
合
室

L
た
白
は
、
柿
確
て
は
な
い
。
嗣
揖
を
諜
せ
ら
る
h

場
合
に
は
直
接
油
田
究
極
・
と
す

べ
き
も
山
が
少
{
な
い
か
ら
だ
。
併
し
此
に
は
便
宜
よ
、
苦
拍
川
町
用
訟
に
従
ふ
て
斯
〈
位
ふ
て
世
〈
。

ロ
ツ
ツ
は
、
人
が
訟
に
草
山
明
韻
枕

z
越
〈
る
持
め
に
提
案
し
た
方
法
は
禍
々
「
あ
り
、
式
会
北
岡
惜
の
脅
か
す
叩
桜
謀
松
に
於
て
彼
内

製
求
す
る
枇
白
抑
民
!
又
ば
柚
柑
宥
恕
を
叫
は
れ
し
む
る
ζ

と
が
可
硝
で
あ
る
。
此
は
山
帥
枇
及
制
捜
枕
に
て
行
は
る
h

方
法
で
あ
っ
て
、
直
接
挽

〉日

に
は
泊
剖
現
ほ
れ
な
い
是
い
ふ
て
居
る
。

(
健
二

O
)

言畠

議

t 

五

恒
入
品
魁
及
拙
岨
耳
韓
に
於
け
る
草
曲
哩
諌
挽

第
二
十
二
巷

(
第
五
都

t 
) 
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諭

叢
川
劉
内
的

ωも
の
|
|
之
を
我
凶
の
枕
法
に
つ
い

τ見
る
の
に
、
形
式
は
色
々
で
あ
る
。
或
は
い
消
費
税

(
 

を
課
せ
ら
る
べ
き
物
の
旅
料
ご
し
て
作
ら
れ
る
物
を
不
旅
枕
叉
日
免
税
ご
し
て
居
る
。
例
之
、
情
迩
枕
(
同
一
製

交
通
揖
及
消
費
説
に
於
吋
る
昆
被
鵠
鵠

第
二
十
二
容

(
第
五
娘

λ 
) 

七
二
六

池
場
内
に

τ泊
似
を
製
訟
す
る
潟
め
仁
原
糾
ご
し
て
使
用
す
る
泊
料
則
。
腐
敗
し
た
る
酒
獄
又
は
災
害
に
即
位
b
飲
則

す
べ
か
ら
ゲ
る
に
歪
h
た
る
酒
類
に

L
Z
焼
酎
の
製
迩
に
供
す
る
も
の
)
、
酒
精
R
A
酒
精
合
有
飲
料
税
(
同
一
製
品
唱

場
内
に

τ酒
精
及
沼
紛
合
羽
飲
料
を
製
造
す
る
斜
め
岡
山
料
ピ
し
て
使
用
す
る
酒
精
及
酒
村
一
合
梢
飲
料
)
、
砂
糖
消

費
税
(
政
府
の
承
踏
を
受
け
砂
糖
、
糖
水
、
酒
精

ω製
越
の
原
料
ご
し
て
引
取
ら
る
、
、
砂
糖
、
糖
一
議
)
に
行
は
る

、
。
い
円
戒
は
一
旦
消
費
税
を
挑
ひ
た
る
原
料
に

τ諮
ら
る
、
物
に
同
稗
消
費
税
を
見
守
る
こ
ど
が
あ
る
。
例
之
、

砂
糖
消
費
税
(
政
府

ω
承
認
を
受
付
、
泊
殺
枕
を
保
せ
ら
れ
た
る
砂
臨
備
を
以

τ製
造
す
る
粧
水
)
に
行
は
る
、
υ

ぃ

二
度
目
に
は
探
せ
す
ご
す
る

同
一
物
が
二
度

ω引
取
を
繰
返
す
も
、
最
初
の
引
取
に
際
し
て
諜
ゼ
ら
れ
た
以
上
、

こ
ご
も
の
る
。
織
物
消
投
税
(
消
費
税
を
納
付
し
て
製
池
場
よ
り
引
取

h
kる
織
物
を
再
び
立
一
製
諮
場
に
反
入
し

た
る
場
合
、
北
(
和
制
則
及
数
誌
に
つ
き
政
府

ω承
認
を
受
け
た
る
ご
き
は
、
北
(
織
物
h
f
仏
製
地
場
よ
h
引
取
る
も
枕
を

取
ら
す
)
仁
行
は
る
、
。

幻
封
外
的
の
も
の
|

l
此
に
つ
い
て
は
附
際
重
複
課
税
を
逃
〈
る
矯
め
に
、
同
際
協
定
hr
す
る
ま
で
も
な

〈
、
各
凶
が
各
自
後
的
に
、
共
縦
臨
胴
上
の
立
場
を
有
利
ご
す
る
潟
め
に
其
々
施
設
を
し
て
居
る
o

卸
も
い
一
方
.
内

岡
消
費
税
に
つ
い

E
什
戒
は
北
伝
説
す
べ
き
物
又
は
業
製
品
で
あ
っ

τ初
め
よ
b
輸
出
の
目
的
を
も
つ
も
の
を
・



特
別
の
取
締
に
立
た
し
め
て
無
税
じ
す
る
こ

Z
も
ゐ
る
。
例
之
、
我
凶
で
は
消
涼
飲
料
税
(
外
国
に
輪
出
ず
る
目

的
に
て
製
治
場
外
に
移
出
す
る
も
の
)

砂
糖
治
投
枇
(
政
府
の
承
認
を
受
け
外
岡
輪
出
的
日
的
に
て
引
取
ら
る
、

機
水
)
、
骨
牌
枕
(
外
凶
に
検
出
す
る
骨
牌
)
、
織
物
消
技
税
(
外
凶
仁
輸
出
す
る
織
物
又
は
製
品
ピ

錦
し
工
外
凶
に
輸
出
せ
ん
ご
す
る
純
物
)
、
に
行
は
る
、
。

a
或
は
一
日
一
納
税
し
た
る
物
又
は
比
製
品
の
輸
出
に

際
し
反
枕
を
行
ふ
こ
正
む
の
品
。
例
i4
・
我
凶
℃
は
樋
泣
枕
(
治
石
枕
h
z
訣
せ
ら
れ
た
る
酒
矧
を
外
凶
に
輸
出
す

砂
糖
、

糖
鋭
、

る
ご
き
)
、
市
営
酒
枕
(
同
枕
を
課
ぜ
ら
れ
た
る
4
x
・
緬
を
輸
出
す
る

a

に
き
て
酒
精
及
湘
柿
合
有
飲
料
枕
(
阿
枕
を
叫
せ

ら
れ
た
る
酒
精
及
酒
柿
合
有
飲
料
を
輸
出
す
る
ど
き
)
、
砂
糖
消
投
枕
(
消
投
枕
ぞ
一
説
せ
ら
れ
た
る
砂
叫
聞
に
て
製
治

し
た
る
輪
出
菓
子
、
糖
川
市
に
つ
吉
、

之
に
合
有
ず
る

H
瓜
糖
百
斤
常
ム
リ
五
回
)
、
織
物
仙
川
品
百
枚
(
一
H
H
一
泊
投
枕
や
納

)
 

仁
行
は
る
、
。

b
他
方
、
関
税
に

(
 

め
た
る
織
物
又
は
之
を
以
J
L

制
説
法
し
た
る
物
品
を
外
国
に
輪
出
す
る
ご
き
)
・

っ
き

τ、
所
剤
、
加
工
貿
u
勾
北
(
他
一
定
材
料
的
見
枕
・
又
は
反
税
に
よ
ち
て
行
は
る
、
。

ろ
直
接
使
用
枕
に
於

τー
ー
は
各
地
に
て
使
用
せ
ら
る
、
期
間
の
怜
別

ι得
る
も
仰
に
て
は
、
共
使
用
期
間

(
}
 

の
長
銀
に
依
る
こ
ピ
、
し
、

一
旦
甲
山
り
彪
に
て
会
側
を
梯
ひ
た
る
場
令
に
も
、
乙
に
移
L
た
る

E

と
き
は
、
時
甥
h
，の

期
間
品
川
を
返
戻
す
ご
し
た
ら
ぬ
卒
で
の
り
、
期
間
の
係
分
の
銭
し
雄
〈
、
年
内
に
数
多
の
山
凶
に
一
旦
つ
一

τ使
用
苫

る
、
も
の
に
あ

b
て
は
、
英
敷
地
説
聞
に
按
分
分
制
納
税
す
る
こ
ピ
、
し
て
協
定
す
る
の
外
、
過
賞
的
解
決
方
法

平
副
・
6
0

、
o

t
f
u
 

第
二
寸
ニ
巷

(
第
五
銑

九
) 

J
I
諸
積
及
消
費
枯
に
於
け
る
重
視
調
説

議

t 
→ 
ー仁

論
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E品

叫

:.jfe 

交
通
碕
及
市
北
砧
に
峰
団
る
直
也
誠
砧

第
二
十
二
議

(
第
五
鵠

。
b 

iI、

結

言命

以
上
要
之
、
交
泌
枕
及
消
費
枕
に
於
け
る
電
鵠
謀
説
の
問
題
は
往
々
に
し
て
人
の
閑
却
す
る
腕
だ
炉
、
此
に
ら

間
同
岨
が
磁
hr
に
あ
る
。
但
だ
併
L
普
通
の
交
遇
税
に
於
け
る
共
は
大
他
、
見
慌
に
よ
h
τ
は
重
複
-
課
税
た
ら
十
正

も
い
ひ
得
る
ほ
ど
の
も
の
で
ゐ
つ
仁
、
之
が
排
除
の
匁
め
の
努
力
を
錯
す
仁
色
及
ば

m
H
L、
間
接
消
品
質
枕
の
重
複

制
附
枕
も
、
何
れ
の
闘
も
実
経
済
政
策
上
の
見
地
か
ら
し
て
、
野
内
的
に
も
w

仙
刊
に
調
外
的
に
進
ん
で
之
が
排
除
の

努
力
を
潟
し
っ
、
あ
っ

τ、
別
に
問
題
ご
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に
特
に
相
納
税
に
つ
い

τは
夙
に

問
題
が
や
か
ま
し
t
、
之
に
閲
し

τ各
閣
に
色
々
の
ト
T
一
説
明
が
ゐ
つ

τ重
複
諜
枕
を

h
引
越
す
の
に
が
、
此
は
私
は

風
人
融
刷
物
併
用
主
義
仁
依
b
、
嵐
人
主
義
に
依
る
に
け
に

τは
兎
ら
に
相
縦
人
被
相
続
人
併
用
主
義
に
よ
h
而
hr

も
各
、
折
午
方
法
を
周
ゐ
、
人
に
つ
い
て
は
住
所
を
基
礎
ご
[
、
現
世
券

ω所
什
忙
に
う
い

τは
共
代
表
す
る
阻
餓
叉

は
事
業
の
所
在
に
依
る
ど
す
る
り
が
最
過
賞
正
沼
ふ
。
術
又
別
に
、
同
間
際
流
通
の
謹
努
の
印
紙
税
、
鴎
際
的
に
使

用
せ
ら
る
、
使
用
物
の
直
接
消
伐
枕
に
つ
い
て
も
問
題
ご
な
る
が
、
前
者
は
作
成
地
主
義
に
よ
る
こ
正
、

l
、
後

者
は
使
用
期
間
に
よ
ち
て
分
制
課
税
を
湾

L
、
共

ω行
は
れ
古
る
だ
け
「
い
℃
は
按
分
分
割
叩
附
税
を
採
用
す
る
の
が

最
便
利
で
あ
ら
、
他
に

4
h
J
通
常
な
る
解
決
方
法
は
見
出
し
品
車
両
る
所
で
ゐ
る
。


